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入 管 庁 政 第 １ ３ 号

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ８ 日

厚生労働省人材開発統括官付（人材開発政策担当）

参事官 宇野 禎晃 殿

出入国在留管理庁政策課長 近 江 愛 子

（ 公 印 省 略 ）

職業能力開発校において普通職業訓練を受ける外国人に係る在留資格上の

取扱いについて（依頼）

令和３年１２月２１日に閣議決定された「令和３年の地方からの提案等に関す

る対応方針 （別紙）を踏まえ、下記の取扱いについて地方公共団体へ周知いた」

だくよう、御協力をお願いします。

記

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第１項第１号に

規定する職業能力開発校において同号に規定する普通職業訓練を受けようとする

外国人が一定の要件を満たす場合、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令

第３１９号）別表第一の四の表中「研修」の在留資格が付与され得ること。
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在留資格「研修」

◯ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）（抄）別表第一の四

在留資格 本邦において行うことができる活動

研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動（二の表の技能実習の項の
下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。）

○ 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号）（抄）

活 動 基 準

法別表第一
の四の表の
研修の項の
下欄に掲げ
る活動

一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が十八歳以上であり，かつ，国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。

四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関（以下「受入れ機関」という。）の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指
導の下に行われること。

五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修（商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修（商
品の生産をする業務に係るものにあっては，生産機器の操作に係る実習（商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間におい
て行われるものを除く。）を含む。）をいう。第八号において同じ。）が含まれている場合は，次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が，我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合

ヘ イからニに掲げるもののほか，申請人が我が国の国，地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立
された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
（１）～（５）（略）
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの（１）から（５）までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき，我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
（１） 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
（２） 受入れ機関がヘの（１）から（５）までのいずれにも該当すること。

六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し，研修を実施する事業所に備え付け，当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。

八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は，当該実務研修を受ける時間（二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合に
あっては，これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間）が，本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし，申請人が，次のいずれかに該当
し，かつ，実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し，かつ，実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体
の五分の四以下であるときは，この限りでない。
イ 申請人が，本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合

ロ 申請人が，過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修
（実務研修を除く。）で，一月以上の期間を有し，かつ，百六十時間以上の課程を有するもの（受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに
限る。）を受けた場合
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特定技能１号のポイント

特定技能２号のポイント

【就労が認められる在留資格の技能水準】
在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

１年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新（通算で上限５年まで）
試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
（技能実習２号を修了した外国人は試験免除）

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

３年、１年又は６か月ごとの更新（更新回数に制限なし）

試験等での確認は不要

要件を満たせば可能（配偶者、子）

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

試験等で確認

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準
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制度概要 ①在留資格について

○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能１号」及び「特定技能２号」を創設（平成３１年４月から実施）

○ 特定技能１号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: ２２４，４６７人（令和６年２月末現在、速報値）

○ 特定技能２号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: ４８人（令和６年２月末現在、速報値）

（１６分野）

専
門
的
・
技
術
的
分
野

非
専
門
的
・

非
技
術
的
分
野

「技能実習」

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「高度専門職（１号・２号）」
「介護」
「教授」 等

特定技能以外の在留資格 特定技能の在留資格

「特定技能１号」

「特定技能２号」

特定産業分野:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

（赤字は特定技能２号でも受入れ可。青字は特定技能１号で受入れ可とする方針であり、省令等を改正する予定。）
（「工業製品製造業」は省令等を改正するまでは引き続き「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として受入れ可。）
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特定技能１号の対象分野及び業務区分一覧
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１　人手不足状況

介護 135,000人 介護技能評価試験
国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験（N４以上）
(上記に加えて)介護日本語評価試験

・身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等）のほか、これに付随
する支援業務（レクリエーションの実施、機能訓練の補助等）
(注)訪問系サービスは対象外

直接

ビルクリーニング 37,000人
ビルクリーニング分野特
定技能１号評価試験

・建築物内部の清掃 直接

経
産
省

工業製品製造業
旧名：素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業

173,300人
製造分野特定技能１号
評価試験

・機械金属加工　 ・電気電子機器組立て　 ・金属表面処理　 ・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造　 ・RPF製造　 ・陶磁器製品製造　 ・印刷・製本　 ・紡織製品製造　 ・縫製

直接

建設 80,000人
建設分野特定技能１号
評価試験等

・土木
・建築
・ライフライン・設備

直接

造船・舶用工業 36,000人
造船・舶用工業分野特
定技能１号試験等

・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器

直接

自動車整備 10,000人
自動車整備分野特定技
能１号評価試験等

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 直接

航空 4,400人
航空分野特定技能１号
評価試験

・空港グランドハンドリング（地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等）
・航空機整備（機体、装備品等の整備業務等）

直接

宿泊 23,000人
宿泊分野特定技能１号
評価試験

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 直接

自動車運送業 24,500人
自動車運送業分野特定
技能１号評価試験等

・トラック運転者
・タクシー運転者
・バス運転者

直接

鉄道 3,800人
鉄道分野特定技能１号
評価試験等

 ・軌道整備　 ・電気設備整備　 ・車両整備
 ・車両製造　 ・運輸係員（駅係員、車掌、運転士）

直接

農業 78,000人 １号農業技能測定試験
・耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）
・畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）

直接

派遣

漁業 17,000人 １号漁業技能測定試験

・漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁
獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）
・養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲
（穫）・処理、安全衛生の確保等）

直接

派遣

飲食料品
製造業

139,000人
飲食料品製造業特定技
能１号技能測定試験

・飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く）の製造・加工、安全衛生の確保） 直接

外食業 53,000人
外食業特定技能１号技
能測定試験

・外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理） 直接

林業 1,000人 林業技能測定試験 ・林業（育林、素材生産等） 直接

木材産業 5,000人
木材産業特定技能１号
測定試験

・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 直接

従事する業務
雇用
形態

３　その他重要事項

国
交
省

農
水
省

厚
労
省

分野

２　人材基準

受入れ見込数
（５年間の上限）

技能試験 日本語試験

国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験（N４以上）

国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験（N４以上）
※「従事する業務」のうち、青字につ
いては日本語能力試験（N３以上）

国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験（N４以上）

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔２業務区分〕

〔２業務区分〕

〔３業務区分〕

〔10業務区分〕

〔３業務区分〕

〔１業務区分〕

〔２業務区分〕

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔５業務区分〕

〔３業務区分〕

※１

※２

※２

※２

※２

※１ 「機械金属加工」、「電気電子機器組立て」、「金属表面処理」の３業務区分以外の業務区分については、省令の改正等を行った後、受入れ開始となる予定。
※２ 省令の改正等を行った後、受入れ開始となる予定。 5
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技能実習制度の仕組み

技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取
引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ、ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習

実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ、ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が
整備されている職種

②対象者 ：所定の技能検定等（基礎級等）の学科試験及び
実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検

が必須）

【団体監理型】非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能実
習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

○技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約３６万人在留している。

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ、ロ」

①対象職種：技能実習２号移行対象職種と同一（技能実習
３号が整備されていない職種を除く。）

②対象者 ：所定の技能検定等（３級等）の
実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし、優
良であることが認められるもの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新 ○一旦帰国（１か月以上）
※第３号技能実習開始前又は開始後１年以内

※令和５年６月末時点
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